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告     示 

和歌山県告示第843号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した医療機関から廃止の届出があったの

で、次のとおり告示する。 

令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

廃 止 

年月日 

田医新 

49-26 

楠本医院 田辺市片町100 令和 

5.5.31 

西医新 

5-26 

野村小児科内科 日高郡みなべ町北道139-2 令和 

5.5.31 

西薬新 

12-26 

清水薬局 西牟婁郡白浜町911-13 令和 

5.6.12 

 

和歌山県告示第844号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第107条第1項の規定により、次のとおり介護医療院の開設を許可し

たので、同法第114条の7の規定に基づき公示する。 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 介護保険事業者番号 30B2400026 

2 介護医療院の開設者の名称又は氏名 医療法人宝山会 

3 介護医療院の名称 白浜小南病院介護医療院 

4 介護医療院の所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町3220番地の9 

5 許可年月日 令和5年7月1日 

6 サービスの種類 介護医療院 

 

和歌山県告示第845号 

次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の2第1項の規定により

告示する。 

令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 保安林予定森林の所在場所 田辺市鮎川字小川3635の1（次の図に示す部分に限る。） 

2 指定の目的 水源の涵
かん

養 

3 指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第846号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 紀の川市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 干害の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び那賀振興局農林水産振興部林務課並びに紀の川市役所に備え置いて縦覧に供する。） 



    和歌山県報  第 429 号 令和 5年 7月 11 日（火曜日） 

－ 3 － 

 

和歌山県告示第847号 

令和5年和歌山県告示第690号（以下「告示第690号」という。）で告示した保安林の指定施業要件の変

更予定に係る通知の相手方の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定に

より、その通知の内容を有田川町役場に掲示するとともに、その要旨を告示する。 

令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 所在が不分明である通知の相手方  

鈴間修三 

伊勢静夫 

森本林之助 

久保建治 

石本傳十郎 

森本弘一郎 

森本昌明 

2 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び変更後の指定施

業要件 

告示第690号のとおり 

 

和歌山県告示第848号 

田辺都市計画道路事業の事業計画の変更については、令和5年6月27日付け国近整計管和都業第1-1号で

認可されたので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第66条の規定に基づき次のとおり公告する。 

令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 都市計画事業の種類及び名称 

田辺都市計画道路事業3・5・15号文里湾横断道路 

2 施行者の名称 和歌山県 

3 事務所の所在地 和歌山市小松原通一丁目1番地 

4 事業地の所在 別添図書のとおり 

（「別添図書」は、省略し、その図書を和歌山県県土整備部道路局道路建設課及び西牟婁振興局建設部

に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第849号 

次の和歌山県収納員証は、亡失のため令和5年6月29日付けで無効としたので、公告する。 

令和5年7月11日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

収納員証番号 交付年月日 所属名 氏名 

税外No.3197 平成28年4月1日 循環型社会推進課 中島直樹 

 

    公安委員会告示 

和歌山県公安委員会告示第29号 

和歌山県遊泳者等の事故防止に関する条例（平成5年和歌山県条例第40号）第7条第1項の規定により、
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次のとおり遊泳区域を指定する。 

令和5年7月11日 

 和歌山県公安委員会委員長 竹 田 純 久  

海水浴場の名称 所  在  地 遊  泳  区  域 遊泳区域の指定期間 

すさみ海水浴場 西牟婁郡すさみ町周参

見 

西牟婁郡すさみ町周参見地先の海域で、「す

さみ海水浴場」の遊泳場を和歌山県公安委員

会の遊泳区域の標識により区画表示された区

域内 

令和5年7月15日から

同年8月20日まで 

 

    選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第74号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出が

あったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和5年7月11日 

 和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫  

政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異 動 

年月日 

日本維新の会和歌

山県総支部 
井上英孝 会計責任者 浦平美博 山野麻衣子 

令和 

5.5.22 

自由民主党和歌山

県第二選挙区支部 
石田真敏 会計責任者 上泰治 新田耕司 

令和 

5.5.26 

 

その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異 動 

年月日 

田中ひろあき後援

会 
妙中正司 代表者 妙中正司 杉村泰久 

令和 

5.4.1 

小池ささおの会 柏木利夫 代表者 柏木利夫 山﨑武男 
令和 

5.4.28 

有田医師連盟 松谷良清 

代表者 松谷良清 野田倫代 
令和 

5.5.13 

会計責任者 児島謙作 中村嘉典 
令和 

5.5.13 

和電商組政治連盟 島田弘昭 

代表者 島田弘昭 深見宗孝 
令和 

5.5.17 

会計責任者 宮田昌昭 西川清 
令和 

5.5.17 

石田真敏後援会 辻寛 会計責任者 上泰治 新田耕司 
令和 

5.5.26 

山名みのる後援会 洲崎忠司 

代表者 洲崎忠司 山本卓郎 
令和 

5.6.1 

会計責任者 山名弘泰 湯川克巳 
令和 

5.6.1 

日本弁護士政治連

盟和歌山支部 
有田佳秀 

代表者 有田佳秀 岡本浩 
令和 

5.6.1 

会計責任者 阪本康文 有田佳秀 
令和 

5.6.1 



    和歌山県報  第 429 号 令和 5年 7月 11 日（火曜日） 

－ 5 － 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第75号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第3項第1号の規定による資金管理団体の指定の取消し

及び同項第2号の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出があったので、同法第19条の2第1項の規

定に基づき、次のとおり公表する。 

令和5年7月11日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫  

法第19条第3項第1号による届出 

資金管理団体の届出 

を し た 者 の 氏 名 
資金管理団体の名称 取消年月日 

石橋千歌子 石橋千歌子後援会 
令和 

5.6.6 

久保智敬 久保智敬後援会 
令和 

5.6.6 

中塚隆 中塚隆後援会 
令和 

5.6.6 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第76号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定による政治団体の解散の届出があったので、

同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和5年7月11日 

 和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫  

その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 
解 散 

年月日 

一ノ瀬敦子後援会 一ノ瀬泰彦 
令和 

5.4.17 

仁坂吉伸有田市後援会 宮井清明 
令和 

5.4.20 

仁坂吉伸北山村後援会 山口賢二 
令和 

5.5.25 

山本勉後援会 山本勉 
令和 

5.5.25 

石橋千歌子後援会 石橋千歌子 
令和 

5.6.6 

久保智敬後援会 久保智敬 
令和 

5.6.6 

中塚隆後援会 中塚隆 
令和 

5.6.6 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第77号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政治団体の設立の届出があったので、

同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和5年7月11日 

 和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫  

政党の支部 

国会議員関係政治団体以外の政党の支部 
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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日 

参政党和歌山県

支部連合会 
林元政子 小出一也 和歌山市小松原5丁目1番16号 

令和 

5.5.26 

自由民主党和歌

山県紀の川市第

二支部 

坂本佳隆 井上綾 紀の川市名手市場1063 
令和 

5.5.30 

 

その他の政治団体 

国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日 

くりたよしき後

援会 
門脇里志 松井紀裕 有田郡広川町上中野877-2 

令和 

5.4.24 

尾﨑紀之後援会 西出一弘 森正治 有田郡広川町唐尾1101-1 
令和 

5.5.1 

武田とよじ後援

会 
武田豊治 武田豊治 有田市初島町浜1181番地6 

令和 

5.5.2 

一ノ瀬敦子後援

会 
一ノ瀬泰彦 嶋田純子 有田市古江見120-1 

令和 

5.5.25 

西だいきち後援

会 
清水重延 西山十海 東牟婁郡那智勝浦町大字浦神150番地 

令和 

5.5.26 

松本和彦後援会 松本和彦 道前あけみ 東牟婁郡那智勝浦町天満30番地8 
令和 

5.5.26 

山本勉後援会 山本勉 山本勉 東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川157-216 
令和 

5.6.1 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第78号 

令和5年4月23日執行の衆議院小選挙区和歌山県第1区選出議員補欠選挙における各候補者の選挙運動費

用に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第1項の

規定により、次のとおり公表する。 

令和5年7月11日 

 和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円

３　報告書の要旨

収入 支出

主たる寄附 人件費 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

1 自由民主党和歌山県第一選挙区支部 政党 7,000,000 円 　選挙事務所費 円

2 自由民主党和歌山県第一選挙区支部 政党 352,000 円 　集合会場費 円

3 自由民主党和歌山県第一選挙区支部 政党 46,824 円 通信費 円

4 交通費 円

5 印刷費 円

6 広告費 円

7 文具費 円

期間
　4月3日から

第1回分

出納責任者氏名 中井　毅
　5月2日まで

候補者氏名 門　博文
候補者届出政党

又は所属党派
自由民主党

540,000

1,918,780

2,153,800

561,989

13,989

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　令和5年4月23日執行　衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 23,672,400

1,727,526

191,254

1,260,000

60,324
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8 食糧費 円

9 その他の寄附 　件 円 休泊費 円

10 その他の収入 円 雑　費 円

今回計 7,398,824 円 今回計 円

前回計 円 前回計 円

総　計 7,398,824 円 総　計 円

選挙運動用通常葉書の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

収入 支出

主たる寄附 人件費 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

1 自由民主党和歌山県第一選挙区支部 政党 1,000,000 円 　選挙事務所費 円

2 円 　集合会場費 円

3 通信費 円

4 交通費 円

5 印刷費 円

6 広告費 円

7 文具費 円

8 食糧費 円

9 その他の寄附 　件 円 休泊費 円

10 その他の収入 円 雑　費 円

今回計 1,000,000 円 今回計 円

前回計 7,398,824 円 前回計 円

総　計 8,398,824 円 総　計 円

選挙運動用通常葉書の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

収入 支出

主たる寄附 人件費 円

報告書受理年月日 令和5年5月8日 第1回報告分

1,685,543円

7,450,019

535,270

405,867

7,450,019

支出のうち公費負担相当額

項　　目 金　　額

261,800円

ビラの作成 462,000円

577,500円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

政見放送のための録画等

計

1,233,375

528,425

528,425

　4月20日から
第2回分

出納責任者氏名 中井　毅
　5月26日まで

候補者氏名 門　博文 所属党派 自由民主党

期間

19,360

1,966,600

7,450,019

9,416,619

1,960

183,480

支出のうち公費負担相当額

項　　目 金　　額

261,800円

ビラの作成 462,000円

577,500円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

政見放送のための録画等

計 1,685,543円

報告書受理年月日 令和5年6月6日 第2回報告分

候補者氏名 国重　秀明 所属党派 日本共産党

期間
　4月11日から

第1回分

出納責任者氏名 堀切　美央
　4月28日まで
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（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

1 日本共産党和歌山県委員会 政党支部 192,944 円 　選挙事務所費 円

2 日本共産党和歌山県委員会 政党支部 444,836 円 　集合会場費 円

3 通信費 円

4 交通費 円

5 印刷費 円

6 広告費 円

7 文具費 円

8 食糧費 円

9 その他の寄附 件 円 休泊費 円

10 その他の収入 円 雑　費 円

今回計 637,780 円 今回計 円

前回計 円 前回計 円

総　計 637,780 円 総　計 円

選挙運動用通常葉書の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

収入 支出

主たる寄附 人件費 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

1 円 　選挙事務所費 円

2 円 　集合会場費 円

3 通信費 円

4 交通費 円

5 印刷費 円

6 広告費 円

7 文具費 円

8 食糧費 円

9 その他の寄附 １件 500 円 休泊費 円

10 その他の収入 円 雑　費 円

今回計 500 円 今回計 円

前回計 円 前回計 円

総　計 500 円 総　計 円

選挙運動用通常葉書の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

162,500

162,500

6,500

637,780

637,780

155,600

216,996

96,184

支出のうち公費負担相当額

項　　目 金　　額

ビラの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

政見放送のための録画等

計

報告書受理年月日 令和5年5月8日 第1回報告分

候補者氏名 山本　貴平 所属党派 政治家女子４８党

期間
　4月4日から

第1回分

出納責任者氏名 山本　貴平
　4月4日まで

500

500

500

報告書受理年月日 令和5年5月8日 第1回報告分

支出のうち公費負担相当額

項　　目 金　　額

ビラの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

政見放送のための録画等

計
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